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A
t

の
悶
係
を
作
付
け
、
ず
的
持
々
の

釣
合
い
の
恥
れ
た
シ
ス
フ
ム
を
確

y
〆
ヨ
ポ
マ
口
出
刊
と
マ
者
の
格
力
の
範
凶
を
限
｛
に
す
る

民
土
的
憲
法
半
、
情
r
A
f
る
ど
あ
ろ
う
乙
υ
7
7

ズ
弘
J
V
れ
た
υ

諮
問
会
議
け
れ
奈
は
二

C
C
午

月

八

川

か

ら

C
C
一
汗
〕
月
。
川
主

ニ
う
L
て
欧
州
中
区
法
条
約
草
案



明
' u、

は
、
一
一
り
つ
一
年
仁

H
八
日
に
イ
タ
り
ア

i
催
の

E
U
〔
悶
僚
出
市
ヤ
ム
ぶ
）

一
一
心
文
書
ば
世
間
比
同
に
対
）
て
し
し
p
h
d
る
「
抑
制
力
、
弘
、
桂
い
＠
た
た

げ
い
掃
出
さ
れ
た
っ

げ
か
な
か
っ
た
c

ハ
π
4
？
な
る

J

いじっ、
y
」、、
FG
、

」
の
段
階
で
は
、

/;)] 

条
約
と
ぱ
る
た
め
ど
は

」の
V
A
辛
口
つ
将
以
の
前
段
川
内
聞
で
の

つ
ま
り
ふ
五
の
か
帰
国
！
と
苓
年
に
川
間
同
に
な
る

た一

C
の
候
的
同
の
閣
で
の
引
古
川
に
委
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
コ
」

1
v

た
が
っ
一
1
1

次
の
没
陪
は
政
制
司
公
議
の
新
織
で
あ
り
、
を
の
八
ム

λ
の
日
的
は
「
で
き
る
間
以
り
μ
く

一
戸
長
て
の
ぷ
拡
が
司
込
刊
さ
れ
た
U

、
一
の
会
誌
の
問
、
政

ζ

でーの
3

た
u
y
r

一
心
作
業
は
二
C
C
一
司
一
心

ι同
川
に
却
給
さ
れ
、
同
一

ヘU

〈いて
7
庁

川相代
i
h
究
者
た
ち
は
文
去
に
つ
い
て
誌
A
M
し
、
修
工
t
J
r
－施
L
U
J
O
L
か
じ
、
設
設
は
4
J
相
よ
れ
！
也
氏
く
復
雑
で
あ
る
こ
と
が
河
川
し
、

wmト
パ
円
九
一
の
従
業
は
は
出
／
什
軍
で
再
釈
し

C
C
珂
年
六
月
一
八
日
空

一
一
け
の
ヨ

i
円
ソ
パ
－
t

リ
ミ
ヅ
｝
立
は
出
来
全
体
に
つ
い
て
の
ん
じ
自
の
ヂ
仕
を
確
認
セ
さ
る
を
院
な
h
v
η

た
u
h
J

能
、
ょ
ん
っ
た
d

象
徴
と
し
て
、
調
引
よ
は
口

1
マ
で
、

ヘノコ川出
k
h

一
。
月

最
品
川
川
正
日
砕
ー

l
t
hわ
け
諮
問
ん
ら
八
ム
ト
ヘ
↓
R
7
m
全
体
に
法
的
に
事
切
云
訟
を
付
す
る
間
川
澄
ー

l
s
w防
止
、
予
れ
る
と
、

、？一
C

1
v
J
J
 

回
収
山
に
お
い
て
一
香
川
H
心
口

l
r
条
約
と
な
っ
た
J

J

F

｝
ゃ
山
川
一
汁

f
L

、

、11
7
J

、人一

氏
九
九
吋
は
筑
什
次
の
段
階
に
ま

こ
の
刺
殺
は
、
関
係
国
そ
れ
ぞ
れ
で
週
山
さ
れ
る
J

？
絞
に
従
コ
て
お
り
、
凶
々
様
々
な
加
山
間
国
に
よ
る
こ
の
条
約
の
批
准
の
段
慌
て
あ

ゼ
い
λ
v
o

ゐ

一
九
日
に
阿
保
き
れ
た
こ
う
し
て
条
約
は
以
州
持
気
心

条
約
は
』
γ
J
j

ニ
ハ
）
（
リ
ム
ハ
什
午
一

月

i
に
施
行
で
き
る
よ
う
に
、
午
、
れ
ぶ
れ
の
正
問
凹
L

よ
り
批
A
e
J
C

れ
た
日
れ
ば
な
、
つ
な
い

く
山
王
ハ
な
る
川
市
世
ー
を
t
っ
て
い
る
戸
矢
約
は
、

第

訟
法
条
約
の
内
容

現
在
批
准
が
苅
給
さ
れ
て
い
る
コ
7
1
1
1

ロ
ァ
パ
憲
法
条
約
は
、
長
く
詳
細
な
文
言
で
お
｝
白
。
と
ジ
フ
の
も
、
、
」
の
丈
ま
ー
は
、
ド
山
訴
さ
れ 」
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に
欲
作
埠
ム
円
心
主
日
制
民
ナ
ピ
運
用
す
る
際
二
勾
九
十
ヘ
l

主
国
也
市
？
と
し
て
心
役
割
七
回
れ
た
さ
た
け
れ
ば
な
ら
伝
い
の

2
同
片
山
、
完
全
な
政
治
的
自

合
に
川
け
た
伎
の
党
泌
を
妨
げ
℃
は
な
、
り
ず
、

む
、
ご
ム
ソ
そ
の
刊
尚
主
L
h
a
け
れ
以
な
り
な
い
か
ら
で
あ
る
J

次
々
は
ま
ず

一
、
第
一
理
主
同
け
い
に
見
わ
徐
に
人
権

制訟ぺの出川立川一

人＇i(rj 
） 

述ん
u
門
ぷ
で
の
体

条
約
の
構
造

限
分
配
（

MM

一
判
的
）

に
問
、
て
同
条
約
が
ど
の

り
】
〆
て
い
る

第
一
約

条
約
の
情
五

はナけをiJ；、条約cノ'f・i片と珂jイJうは治討論によるその浸『正（

欧
州
憲
法
’
長
約
は
一
二
泊
か
ら
な
り
、
弟
一
部
の
川
に
前
t

止
が
出
か
れ
、
第
二
部
♂
散
に
条
約
の
採
釈
や
改
rt
の
子
献
を
定
め
る
最
終

規
定
が
続
い
て
い
る
ハ
こ
の
苧
一
の
文
さ
は
、
欧
州
原
子
力
共
同
体
条
約
を
除
い
て
「
定
法
条
約
の
附
属
議
定
吉
で
引
き
継
が
れ
て
い

る
）
、
刈
A
K
汁心一以川ぺ
7
1

八
月
凡
悼
の
諸
条
約
九
十
体
に
取
っ
て
代
わ
る
資
格
ー
を
白
L
て
い
る
〈

一、作れ叶
υ用
υ

七

d
l

h
w
」
怠
法
条
事
前
人
口
一
一
対
中
将
は
、

巳h

' 吋
~ 

「
人
鳴
を
保
有
し
た
大
凄

ヨ
l
n
ソ
パ
が

で
み
の
打

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
心
付

U〕

名
。コ
F 

の
を
i生
え／
ら

tυ 
ん

前日i

司、
」

V」’~ ＇ゾ！，、 J
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見
ynM

人
首
、
ド
エ
義
を
基
際
づ
け
る
川
也
、
す
な
わ
ら
人
間
心
中
等
、
口
い
由
、
皿
作
心
尊
卓
を
に
ん
隠
さ
廿
て
き
た
こ
と
を
珂
山
荘
さ
せ
る

と
と
か
ら
折
め
4

い
る
む

こ
の
比
妓
的
中
！
v
的
な
表
明
は
、
外
児
に
も
か
か
わ
っ
ず
、
ル
叫
州
諮
問
会
ぷ
や
政
げ
同
会
誌
、
そ
し
ν

、
加
盟
凶
同
市
内
部
で
の
活
禿

の
日
市
町
叶
と
あ
る

い
交
法
の
え
の
V

戸
弘
協
の
一
文
書
な
の
で
あ
る
c

。不

L
Pノ
／
ド
や
ド
イ

y
と
L
っ
た
い

く
つ
か
の

U
盟
問
は
、
神
や
キ
リ
ス
ト
教
が
zw
法
手
約
々
で
仙
川
川
川
の
ア
P
1
デ
〆
一
戸
イ
テ
ィ

け
る
い
川
正
宏
一
こ
し
て
一
一
円
以
戊
入
じ
れ
F

ヤ
一
と
を
明
む
で
い
亡
。
一
ノ
ラ
シ
ス
化
こ
他
の
い
く
つ
か
の
問
山
川
、
政
教
分
隊
ブ
ブ
L
ス
は
非
常
に
厳
成
な
与
え
む
を
有
し
て
お
り
、

国
家
与
公
的
判
例
皮
の
ど
義
か
ら
宗
教
に
つ
い
て
の
ゐ
ら
ゆ
る
↓
コ
及
を
町
、
J

て
い
る
－

こ
の
民
う
な
表
現
主
d

り、

十
ル
？
け
よ
う
に
山
の
宗
敦
的
山
界
に
M
J
q
る
一
月
が
欧
州

ι叫
ん
じ
加
入
に
立
候
仰
す
る
こ
と
を
最
初
か
ら
折



明
' u、

除
ナ
る
此
山
れ
が
あ
る
、
｝
と
か
」
、
訂
以
引
派
の
凶
々
は
強
調
い
わ
J

L

以
内
終
的
仏
、
稲
文
に
伝
い
て
は

ー
欧
州
の
正
化
的
、
一
示
教
的

人
泡
的
継
忌
一
財
産
」
と
、
ブ
か
一
汗
及
さ
れ
FJ
－

L

の
価
値
制
は
常
に

/;)] 

~）； 
ill 

さ
ら
に
は

「
何
人
の
小
可
伎
に
、
ノ
て
不
可
一
の
権
利
」

の

ど

f
什ぃ仏

rる
と
い
う
支
現
は
れ
い
い
け
灯
、
え
ら
れ
な
か
っ

ーは山内
v
支
出
の
尊
示
に
つ
い
て
の
一
」
泣
し
か
な

3
れ
て
い
な
い
J

、
」
れ
ら
の
淀
川
町
な
｛
一
に
訓
点
羽
に
よ
旬
、
府
主
有
ん
日
を
満
足
さ
山

る
こ
と
一
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

前
t
J
へは

一
九

h

］
年
の
口

i
マ
粂
約
〆
｝
i

同
禄
、
欧
州
心
人
々
が
、
ー
絶
与
え
ず
よ
り
緊
密
な
形
で
杭
び
っ
く
」
こ
ζ

に
佐
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
折
済
的
な
性
質
の
述
合
に
止
ま
る
こ
と
を
望
む
者
♂
に
」
え
ん
じ
イ
ギ
リ
ス
－

心
感
析
を
弁
ず
る
こ
J
な
く
、
問
誌
に
政
市
的

な
糾
阿
賀
の
連
合
へ
と
中
山
川
的
に
内
伸
一
れ
す
る
こ
と
を
準
備

T
G
一
つ
の
や
り
方
で
あ
る
n

条
約
の
第
部
は
、
円
取
J
U
孜
副
什
約
な
叫
一
官
官
有
す
る
州
叫
ん
刀
で
あ
る
に
そ
れ
は
、

連
ム
円
の
志
法
的
行
正
一
と
で
も
吋
ぶ
こ
と
、
川
N

でかえ

る
も
の
に
仲
山
ヲ
る

九
縮
か
ら
dq
）
匂
第
一
部
川
い
、
以
州
連
ふ
コ
し
才
一
て
心
諸
機
関
心
述
骨
方
法
エ
古
川
調
整
「
る
こ
と
を
日
的
と
し
て
日
り
、
連
合
の
｛
芯
セ
と
日
峰
、

迎
合
の
権
限
、
山
忠
ん
ー
の
決
定
手
続
、
そ

L
て
迫
ム
円
の
諸
機
関
に
つ
い
て
比
定
さ
れ
て
い
る
U

礼
一
柵
品
、
れ
乍
亡
れ
の
内
容
を
簡
単
に
不

F
と
以
h
l

の
通
り
で
あ
る
が
、
条
約
が
そ
れ
ど
れ
の
八
方
討
f

ど
の
よ
う
な
寄
J
を
な
し
ν

、
い
る

h
e
j
去
こ
よ
一

τu宇寸
J
v

i
1－
f
j！＋
F
＋

j

d

 

第
編
で
は
欧
州
連
合
を
設
立
し
、
昨
盟
問
が
ふ
三
研
工
一
権
限
主
連
合
が
「
共
同
体
L
4
式
で
行
使
ず
る
こ
と
を
統
認
、
）
て
い

る
（
斗
初
の
草
案
に
十
仔
作

L
た
「
連
邦
の

と
い
う
形
官
庁
詞
が
、

f
f
J
ス
心
安
ふ
に
よ
り

陀
ハ
可
体
の

と
い
う
形
容
剖
に

E

き
換
ね
っ
て
い

ぺ
き
し

ま
で
、
連
合
の
佃
伯
、
司l
阿
川
に
可
及

L
、
域
門
政
比
一
の
－
什
当
性
を
百
同
町
了
？

と
？
も
｛
円
、

段
位
慌
に
述
ん
じ
に
け
川
川
内
ヘ
洛
L
古
川

5
7）て
J

る

と
は
そ
う
で
は
ほ
か
つ
に
。
す
な
わ
ち
、
述
、
n
は
加
問
亙
と
一
共
司
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体
（
玖
刊
ノ
ム
判
山
た
れ
銅
共
同
体
、

品
川
件
以

f
力
共
同
体
、
λ

以
付
松
本
共
同
体
）

の
捻
伴
で
し
か
な
か
っ

告主
ン行J

編
は
、
述
〈
f
H
J
玉
、
の
2

川
代
と
の
悶
係
に
つ
い
て
規
定
し
、
市
い
ん
の
休
明
ん
に
惟
と
り
れ
円
高
〈
日
が
欣
川
人
権
条
約
ド
円
前
川
正

ず
る
一
」
と
UJ
認
め
3

つ
れ
て
い
る
と
連
合
計
民
惟
と
い

し
い
る
c

第
一
一
棋
は
、

連
仏
「
に
よ
る
よ
砕
阪
の
し
使
中
川
市
ソ
一
3
7
Q
M尽
辺
｜
｜
権
限

Jrい
う
の
原
則
・
鴻
記
性
の
原
則
・

r

一
向
性
心
山
田
示
則
ー
ー
を

明
確
に
に
て
い
る
ま
た
、

一
必
〈
」
の
怪
限
に
つ

一
マ
ロ
ヴ
パ
諸
機
関
に
も
す
三
件
以
行
使
と
れ
税
同
心
役
割
を
明
確
に

f
る
た
め
、

い
て
の
E
K
折
六
れ
た
構
造
を
拡
げ
一
し
て
い
る
ハ

はナけをiJ；、条約cノ'f・i片と珂jイJうは治討論によるその浸『正（

第
四
日
叩
は
、
井
－
台
の
諸
問
肘
潟
に
つ
い
て
、
役
に
見
る
よ
う
に
現
必
の
状
況
乙
比
え
て
白
人

ρ
に
改
革

Jn
れ
ゆ
人
形
で
規
定
し
ζ

い
る
U

第
五
一
婦
は
、
欧
州
の
諸
機
四
月
が
ん
竹
ず
る
法
的
手
段
に
認
す
J

る
も
の
で
あ
る
（
こ

f
で
も
、
ぷ
際
関
心
行
持
手
段
？
宇
純
化
こ
切

確
化
の
方
向
で
の
主
要
な
説
化

p
k？
と
C
J
〈
ま
た
、

い
く
つ
か
の
lH
通
汝
設
も
出
戸
止
さ
れ
に
い
る
c

第
六
一
樹
は
、
新
f
c
J
川崎叫んは古一坦
U
け
す
る
際
の
指
導
原
珂
と
ん
は
る
で
あ
λ
J
7
民
主
的
諸
原
引
を
定
め
て
い
る
ρ

－P
ム
を
運
営
す
る
際
に
活
用
、
L

れ
る
子
持
及
ひ
刻
一
以
原
川
三
M
l

ば
め
ら
向
て
お
旬
、

財
源
mvmh
山
中
い
に
つ
い
て
も
抜
わ

第
七
編
は
、

お
い
て
い
ノ
ψ

第
八
偏
は
、
両
－
A
n
円以
z
u
m牌
按
ぷ
凶
T
／
～
保
つ
悶
係
に
つ
い
て
崎
沖
し
て
い
る
J

第
九
編
ば
、

連
合
の
加
入
と
連
合
山
川
町
凶
川
の
脱
長
に
迎
尽
さ
れ
る
単
科
札
一
三
地
べ
ら
れ
て
い
る
以
ド
の
欧
州
条
約
は
？
山
盟
問

の
何
「
芯
脱
退
権
に
悶
「
る
い
か
な
る
久
市
川
、
も
規
氏
〆
て
い
な
か
っ
と
〉
い
ろ
立
味
で
、
ご
の
一
点
に
よ
ス
つ
の
改
革
が
あ
る
－
な

お
、
誠
司
叶
一
が
伊
円
で
あ
れ
、
あ
ム
V

白
一
棋
の
糾
除
に
つ
い
て
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
り
？
で
の
代
わ
り
、
J

子
ノ
為
る
日
開
国
が
欧
州
連
企

む
昨
伯
（
条
約

1

条一

の
「
J

重
大
か
っ
被
続
的
な
泣
反
J
V
J
L
～
場
台
、
当
該
M
回
は
、
昨
除
ま
で
進
む
守
一
／
）
は
な
い
が
、
制

放
さ
れ
う
る
U
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一
、
ス

1
脱
会
議
（
国
C
3
4
d
J
2
F
2
4
2）一

欲
作
憲
法
条
約
第
一
部
付
、
サ
一
川
半
権
与
い
L
t
早
J
ζ

繰
り
返
し
て
い
る
υ

英
一
本
将
室
内
ー
は
、
欧
十
仔
心
丈
皇
川
で
あ
り
、

二
C
C
C』
一

明
' u、/;)] 

」
の
北
九
ぷ
権
罰
脅
J

の
内
町
什
は

十
三
」
欧
州
人
降
矢
約
二
凡
寸
（
リ
年

の
駅
間
に
警
ぃ
名
馬
『
一
日
口
さ
れ
Llh
ド、

ιれ
ま
で
法
的
一
臼
制
ト
γど
f
供
し
て
い
な
か
っ
た
ν

月
間
H
甲
山
名
）
、
他
心
で
加
盟
凹
の
古
店
法
！
の
伝
統
」

一
必
合
法
を
行
使
す
む
と
き
は
山
叩
同
に
よ
り
、
布
一
言
さ
れ
な
け

を
考
慮
1

J

て
確
J
ー
し
た
、
欧
州
司
法
裁
日
所
判
例
に
白
米
し
て
い
る
」
憲
h

の
内
一
谷
は
、
述
ハ
戸
い
の
ャ
削
除
闘
に
よ
り
、
マ
リ
J

て
川
印
刷
川
臼
が

！、., 

中
山
仏
法
条
約
続
々
一
祁
は
、
山
叫
叫
ん
じ
の
格
限
に
持
係
ず
る

UrJ
な
わ
ち
、
叫
域
内
一
市
場
、
経
済
‘
逸
品
貝
政
策
、
域
内
宮
全
、
対
外
一
h
L思
、
防
衛

等
の
領
域
は
お
日
る
、
連
合
心
政
川
ぷ
／
不
足
、
パ
を
と
り
医
確
に
規
定
す
る
こ

2
を
は
門
前
川
と
し
て
い
る
n

刊
し
平
」
民
一

f

コ
去
、

nJ

J
J巴
J
K
↓

J
L
J
L

そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
に
つ
パ
て
、
条
約
は
そ
の
権
限
が
ふ
ん
同
一
致
｜
｜
加
問
戸
三
丁
権
争
最
も
白
草
す
る
形
式
ー
ー
で
行
使
さ
れ
日
け

｜
｜
子
れ
ぞ
れ
の
加
時
五
と
の
認
係
で
、
迎
合
（
り
行
為
に
よ
り
人
ー
か
よ
な

一
自
律
注
一
を
保
一
礼
ヲ
る
こ
と
に
な
る
ー
ー
で
〆
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
、
b
r
d
レ
T
T
f一
慌
に
し
て

w

るじ

三
一
、
J

亡
、

jp

、
－
v
p
L
L
R
て

、

J
え
U

L

〈

J
L
z
t
v
l

最
後
に
、
吹
州
憲
む
J
h
h
約
の
最
後
の
部
を
術
成
「
る
一
般
最
終
は
だ
は
、
必
心
部
分
で
己
及
し
符
y
h
h
h
M

っ
た
も
の
す
べ
て
を
つ
に

的

極
々
ii 
若手

' 2;, 
る

し

市、日え

h

従
う
父

J
U
つ
L
Y

、
も
、
定
ム
口
（
ω事
裁
U
R

」

る
け
ず
で
あ
J

た
が

長
終
的
に
第
一
部
第
編
の
長
徒
、

つ
ま
り

l

比一月

J
出

人
山
怪
の
領
域
に
も
た
ら
す
も
の

革
本
住
L
い
必
衰
の
中
立

H

立
さ
れ
、
憲
法
条
約
に
お
い

ば
、
伝
護
さ
れ
た
υrt
本
権
の
中
7
＼
次
の
よ
入
な
権
利
一
が
行
「
る
U

ヌ

リそ
lζ  
ガに
シ：＇ft 

＇ヒ A史
上iλJ
情＇！fl-; 

己己批
念一准
I lど中
〆↓ん

B＇担
l:i: h 

吋え 叫

コ、一
在日 L 
fえ rr-c '-
こ【主
い上~

iii' (j) 
力、ナ：

才し め

八
条
に
挿
入
さ
れ
た

亡
い
る
諸
棒
引
刊
は
；
、
て

4
多
彩
亡
、
ハ
当
括
的
で
あ
る
υ

た
ζ

え

月
0 
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山
闘
す
る
も
の
で
為
り
、

守
ノ
巾
に
什
dfJる
権
利
、
人
（
り
当
時
前
日
、

EJ門司、
J
L、
、

f
F
ν
f
H
 t
i
L
2
1
9も
了
主
主
主
主
刊
川
町
と
正
当

ゴコウ

L
内

伺

｛

＼

V
て
尽
ノ
ゴ

J
7
二
’

d

、h
p

H

の
禁
止
、
奴
コ
お
よ
び
強
制
労
協
の
禁
止
に
及
J

～
で
い
る
r

白
川
］
に
悶
ず
る
乞
の
で
あ
り
、
日
五
λ

心
ヱ
に
対

rる比惟れ引、
H
日
々
な
次
一
冗
に
お
け
る
が
的
ど
話

相
山
主
衣
札
の
自
白
川
、

47
一
休
刊
活
に
問
ず
る
山
問
、
職
業
に
悶
づ
る
日
間

人
身
の

μ
日
、
そ

L
て
財
産
権
に
及
ん
で
い
る
」

ト
ゆ
え
て
の
石
川
に
お
け
る
思

「労…

rJの
権
利
／
了
企
業
治
肢
の
つ
い
山
川
）
、
同
家
に
刈
一
j

る

干
し
す
↑
ど
あ
り
、
法
パ
v

h

の市
λ
1
7
て
／
｝
も
に
不
実
に
お
け
る
ギ
等
も
A
rり
ま
れ
て
川
る
n

持
久
的
亡
、
人
一
ル
ー
の
禄
々
な
午
ハ
片
山
｛
～
対
し

はナけをiJ；、条約cノ'f・i片と珂jイJうは治討論によるその浸『正（

て
、
ど
り
ょ
う
は
身
体
的
状
州
♂
問
中
川
者
）
や
判
、
以
的
状
汎
（
労
働
者
）
で
あ
ろ
う
と
伝
降
さ
れ
ど
い
る
U

ハ

一

い

い

い

ω
一

士
一
引

cあ
り
、
械
業
心
領
域
子
、
J
b
d

に
、
俳
人
、
キ
日
や
急
医
宇
治
に
お
い
て
も
町
出
陣
さ
れ
て
い
る
。

以
川
市
民
権
で
あ
り
、
各
h
u
人
の
沿
い
ー
の
市
民
権
に
日
川
、
げ
加
、
え
ら
れ
る
〈

司
法
に
関
す
る
も
の

7

ご
ー
℃
九
J

ノ
与
一

J
内

）
t
守

一
見
す
る
J
刊
「
宗
の
犯
の
べ
吻
け
に
為
る
別
心
人
拾
す
一
μ
に
主
く
劣
ら
な
い
杓
存
で
み
る
一
九
回
公
ー
の
円
以
引
い
E

へ一ヨ

は
で
す
ら
ん
乱
打
仕
掛
口
に
劣
っ
て
い
る
〈

、
」
心
人
絵
リ
ス
ト
は
、
以
下
の
も
の
そ
ん
ド
ん
ヤ
、
い
る
。

fu典
的
悼
利
あ
る
い
は
「
治
一
位
代
の
権
問

た
と
え
ば
、
内
山
、
対
p
庁昨惟）ハ

主

主

権

あ

る

い

は

「

努

世

代

」

の

柊

利

一
、
た
と
、
え
か
は
、
知
制
ム
円
丸
戒
の
白
川
、

bf会
保
障
）
C

そ
、
）
て

1

新
し
し
い
捻
引
関
係
ず
る
権
利
、
ベ
ユ
れ
4

ノ
〆
一
分
析
ト
う
る
論
者
，
合
計
だ
が
、

ー
；
｝

1
1
1

L
y
r
u
時
る
ケ
タ

同
代
の
L

あ
る
い

十
」
と
え
け
い

バ1
A
A
W

咋
愉
攻
の
品
開
川
崎

位
ム
品
約
h
x
坂
暁
に
対
す
る
い
倦
利
、
持
続
的
発
反
日
川
印
刷

は
1

第
四
世
代
の
L

P

性
利
ー
ー

七
】
ゐ
ニ
｝
勺
】
司

V
9

一2
7
T
）

十

ヰ

リ

〉

こ
れ
ま
で
実
効
的
に
ト
州
地
則
さ
れ
る
権
殺
が
な
引
っ
た
が

｝
刀
一
津
心
権
刈
一
に
ふ
り
伝
も
札
括
的
ひ
っ
立
し
体
的
に
ヘ
潅
を

中
区
平
は
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明
' u、

針
路
す
る
主
主
川
「
な
っ
L
L
〕
と
り
わ
け
憲
章
は
、
｝
れ
ま
で
ヨ

i
ロ
ヴ
パ
て
も
、
加
閉
山
国
の
ほ
と
ん
ど
で
も
明
不
的
に
認
め
ら
れ
C
い

な
か
っ
た
持
利
乞
点
門
し
て
お
り
、
欧
川
川
人
椛
条
約
に
お
い
て
此
に
存
在
、
二
L
い
去
権
利
を
補
正
L
r
L
い
る

1
7＼
、

社
会
持
、
山
一
～

/;)] 

間
的
技
引
の
…
出
品
川
ピ
お
い
て

骨
子
か
円
J

牛
じ
る
保
護
は
、
川
町
則
ζ

し
に
市
民
に
こ
う
て
か
っ
こ
仕
I
U
本
の
と
な
る
で
あ
う
う
」
実
際
、
憲
吾
「
ー
は
、
ず
つ
に
の
ぬ
定

に
関
し
て
、
欧
州
幻
諸
機
関
に
当
附
さ
れ
る
だ
け
で
な
：
、
一
叫
ん
υム
エ
ゼ
実
ろ
し
L
1
J

司
令
に
際
ー
日
間
団
に
も
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
J

こ
こ
ろ

で
、
迷
合
法
り
迎
用
品
訓
械
は
、
今
日
連
合
加
辺
川
ー
の
一
川
以
民
の

f
旧
の
占
め
ら
ゆ
る
出
に
主
長
」
パ
ハ
占
め
る
い
は
川
川
町
立
的
に
間
消
恥

L
て
い

L
か
し
な
が
ら
、
J
L
I

対
あ
る
、
は
欧
州
裁
判
刈
に
お
け
る
窓
，
干
の
胤
定
力
援
問
川
町
誌
作
は
、
間
設
〆
｝
な
る
規
定
に
応
じ
て
異
な
る
で

あ
ろ
う
。
以
一
ヘ
の
場
台
を
区
別
「
べ
き
で
占
め
る
υ

規
定
、
炉
、
交
υ
川
者
の
た
め
の
権
利
主
山
川
成
し
て
い
q

る
場
会
よ
一
」
の
川
況
に
は
制
限
な
く
荷
接
援
川
さ
れ
7

匂
で
あ
ろ
う
で

よ
わ
射
科
の
庁
U

レ
原
町
内
、
か
同
盟
と
ん
は
っ
て
L
る
場
ケ

（
そ
の
原
在
。
か
山
－
山
知
と
な
る
呉
川
和
町
叫
為

ι対
し
て
し
y
J
J一
泊
さ
れ
は
い

で
め
ウ
沿
っ
）
〔

」
の
で
憲
一
広
条
約
お

止
法
人
格
や
付
与
す
る
と
「
も
に

i

七
条
一
、
津
ム
口
が
欧
何
人
権
条
約
に
加
盟
す
る
一
」
J

を
認
め
て
い
る
た
め

粧
の

「
一
階
居
の
」

つ
ン
ト
リ
ー
ル
が
創
川
さ
れ
、

致
州
法
九
μ
山
口
氏
は
人
権
の
槙
成
内
お
い
て
よ
い
ノ
強
化
さ

れ
た
保
設
が
似
除
さ
れ
る
こ
と
ζ

た
る
し
実
際
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、

ぇ
ト
ブ
ス
ブ
ャ
ル
の
欧
川
人
権
裁
判
所
は
、
人
権
の
組
い
ほ
に
釘

い
亡
、
欧
州
司
法
裁
判
所
判
例
を
ん
づ
け
め
た
依
叶
注
ム
円
法
に
対
）
て
「
外
的
色
コ
ン
ト

u
i
ル
」
を
行
使
す
る
」
と
い
小
可
能
に
な
る
さ
あ

、J
！

o

z’一コノ一
つ
の
説
明
〉
、
し
て
、
欧
州
宗
法
条
約
に
d

り
今
後
保
護
さ
れ
る
茶
本
格
を
複
数
の
方
一
f
r
l
j

に
分
け
る
い

く
が
ぺ
し
み
ど
ゐ
υ

ー
な

？
っ
、
人
（
℃
5
2
5乏
に
対
し
て
認
ゲ
ら
れ
た
芋
件
、

お
け
る
労
働
者

一一
J

；J
一
し
こ

E
1、ヒ
i
i

に一一山
2
↓
才
一

Lr京
U
州

、., 
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怜
羽
田
体
一

5
2
2
5
0巳

三
労
働
組
ム
n
V
1
H
阿
佐

E
丘
、
主
投
組
織
凶
体
と
い
う
ー
ん
一
回
作
に
認
め
ら
れ
h

渠
判
的
権
初
で
あ
る
じ
こ

れ
ら
の
斜
、
）
い
椅
利
の
う
φ

り、

つ
の
刈
主
以
り
上
げ
た
い
一

第
の
川
刊
と
、
〕
て

I!]; 

ill 

'"' 諸
ター
ベ
宗J
そ；士
;/1しこ
l工 才工
時空
白文 で
に 3と
がlイヒ
γ 的；i
る
議再
干＇！三教
的

ツ＇f厄品
店ら 円

←r芯
る 1'1%;
格多
干；）25ty, 
ヤt

人
に
対
μ

ど
認
め
ら
れ
た
諸
権
利
心
で

目、
芳ミ
活
動
。コ
ロ
力2；て
をい
｛、J な
けカ冶

欧
州
司
t字
詰
ト介
、十j

は

の
尊
重
に
対
づ
る
権
利
し

戸山

職
業
主
択
の

μ
日、

ー一八ノ「ノト
j

ら八川
H
U
R
ヘI

l
y
オ；
E
州
4

3

4

2

8

こ
九

足、
i
J
ず↓

i
f
f
o

キ,. 
~ 

欧
州
共
司
針
作
の
汲
L
K
去

はナけをiJ；、条約cノ'f・i片と珂jイJうは治討論によるその浸『正（

俳
人
情
叫
が
諸
問
の
原
則
が
主
認
さ
れ
る
こ
〆
｝
と
な
勺
止
。

L
か
し
、
今
や
「
こ
も
り
r
怯
符
♂
一
α
J
G
わ
ち
、
子
y
h
J
u
d

円九四淵恥

γ
る
川
児
範
の

一刊しご

や
夕
日
ン
ピ
よ
る
再
ー
の
せ
ポ
止
｜
｜
非
常
に
繊
細
ー
で

バ
」
成
に
陪
し
℃
常

r
fど
も
り
は
益
は
考
市
き
れ
な
け

前
予
約
ば
領
域
に
h

ね
い
て
能
が
ん
を
一
ボ
し
て
い
る
｜
｜
乙
い
っ
～
訴
し
い
佐
清
が
そ
こ
に
付
け
加
わ
っ
た
の
で
占
め
る
ハ

第
一
の
例
は

心
計
惟
剥
及
び
？
一
自
に
つ
い
て
で
あ
る
c

市
北
存
心
一
欧
叶
条
約
は
、
こ
札
、
ま
で
、
宇
ご
し
て
合
条
活
J3に
鳴
す
る
必

一
山
間
（
ぷ
帆
泡
刊
は
意
味
で
の
企
業
活
戸
切
の
！
一
白
か
ら
、
仕
業
設
立
の
白
山
、
パ
汁
産
川
’
初
心
i

一
山
ま
亡
、
あ
る
い
は
凶
品
や
資
本
正
式
一
流
通
の

こ
れ
L

対
L
て
、
会
社
と
い
う
枠
洲
に

h
け
る
、
有
働
蓄
に
認
め
ら
れ
た
権
利
は
、
ほ
と
む
ど
」
心
わ
去

ら
れ
て
い
た
じ
わ
ず
か
に
、
実
此
じ
い
認
め
ら
れ
て
い
た
労
働
力
の
流
通
の
円
位
、
リ
巧
山
陶
若
の
h
止昔木山門｝人

μ
惟訓刊、｝
L

い
つ

ιj川
判
外
げ
か
芹
吐
立
市
す
る
の
守
凡
ザ
｛
」
↑
の
つ
ι
ι

こ
の
忘
却
は
、
剖
へ
u
日
新
の
は
位
や
凶
体
ん
人
渉
権
、
団
体
行
動
に
l

叫
す
る
権
利
、

、
そ
、
ぷ
L
不
当
解
程
の
際
の
労
憐
ア
↓
－
の
保
散
の

h
u山
間
－
H
Vひ

日

γ
確
認
し
て
き
た

公
主
炉
つ
週
一
J
な
労
働
条
件
に
汁
す
る
怯
利
障
害
者
の
編
入
B
A
R

め

り
、
今
や
解
消
さ
れ
た

第一一川町

判制立
E

r

J

h

p

い
ら
ず
止
の

九
般
的
｛
山
口
旦
て
、
霊
法
条
約
は
当
初
日
片
的
、
L
q
J

は
わ
ち
欧
州
連
合
の
刻
度
情
注
を
シ
ン
。
／
ル
に
し
、
い
E
ム
円
の
さ
す
を
山
い
氏
二
／
）
つ

~. 
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明
' u、

で
よ
り
分
か
り
ゃ
す
く
す
る
と
い
う
円
的
を
出
出
品
し
て
い
る
L

五
段
、
幸
弘
条
約
は
、
現
存
心
ン
ス
ア
ム
に
仁
川
す
る
毛
市
宮
な
制
皮
的
総

正
寸
士
一
円
山
系
、
）
て
い
る
じ

/;)] 

ま
ず
、
制
度
情
造
そ
の
も
の
が
修
正
さ
れ
て
い
る
ご
疑
い
な
く
、
以
も
許
斐
な
二
つ
の
説
”
早
は
、
任
期
二
ヰ
ど
で
選
出
さ
れ
る
欧
州

u脳
連
事
会
議
し
た

内

二

（

C
ニ
ぬ
用
戸
］
A
いド↓

M

「
コ
っ
か
も
】
ご

ケい九

M
Eし
た
こ
こ
yu
、
述
ら
f

弁
務
大
詰
を
州
刑
ぷ
ー
ζ
～
こ
乙
で
あ
る
つ
こ
の

よ
う
な
改
革
に
よ
っ
、
け
陀
芥
台
で
欧
州
連
台
が
ζ

り
「
日
に
見
え
る
存
在
に
な
る
も
の
と
判
、
一
わ
れ
る
ο

）

hrL
、
加
の
変
ポ
ん
円
e
y
J
b
存
在
一
G
J

る
口
そ
れ
ら
は
あ
ま
り
メ
テ
ィ

γ
の
詰
也
に
は
な
っ
て
い
日
い
が
、
お
平
一
ら
く
欧
州
述
ム
じ
の
具
体

的
運
サ
い
に
当
に
こ
に
は
ふ
り
重
宮
山
も
の
」
ほ
ろ
う
。
た
こ
え
ば
、
欧
州
空
台
市
刈
郊
の
権
限
分
配
力
修
主
か
な
汽
れ
て
、
る
o
J斗一八体的

に
は
、
目
下
れ
は
欧
州
委
ハ
バ
ム
十
日
の
仁
会
日
数
日
制
削
減

特
定
多
数
民
心
析
た
仕
件
出
づ
け
お
る
い
は
「
欧
州
法
い
い
i

り
一
一
昨
拡
に
お
け
る

六
百
川
決
定
子
続
の

般
化
と
は
っ
て
現
れ
て
い
る
r

こ
れ
ら

ι伶
正
に
よ
旬
、
欧
川
川
述
与
は
、
よ

つ
効
半
的
に
決
定
で

き
る
よ
う

ιは
る
で
お
ろ
〉
つ
一

さ
て
、
校
州
連
ん
の
諸
機
構
ぞ
れ
ず
れ
を
凡
凶
し
て
み
る
と
、
宇
革
法
条
約
に
よ
っ
こ
導
人
公
れ
た
変
化
が
明
暗
仰
と
な
る
〔

第
一
に
、
判
明
付
議
会
古
検
出
一
凶
ー
す
る
と
、
同
議
会
日
以
件
連
合
の
州
地
々
な
判
刊
の

h
z
zの
代
表
て
の
司
令
じ
一
二
人
の
議
員
か
ら
構
成
さ
れ

J
い
つ
九
ι
ハ
ー
に
行
な
わ
れ
る
次
一
川
の
選
挙
の
請
に
、

m
X〕

ηfzvrコ～
z
ーと一、一
J

〉、

叶

4

k

J

A

Y

〔
；
j

d

ル叫州
ιF脳
両
市
事
会
は
加
山
間
凶
問
、
り
議
席
数

γお
た
に
分
配
し
問
さ
h
h
け

fi
、、ヲ
hu

v

L

J

 

欧
州
一
訣
訟
は
、

prム〕古河白色えュ内い）

お
よ
び
政
y

目
的
ぺ
税
制
主
行
h
a
p

－
点
在
、

川
以
川
川
設
余
は
、
あ
る
一
一
犯
の
欧
州
ν

ベ
ル

J土

（

E
己う）

に
つ
い
て
は
域
事
会
と
と
も
に
共
バ
決
止
に
よ
り
採
決
に
か
ノ
引
一
J
る
こ
と
が
で
き
、

他
の
法
川
況
に
つ
い
て
は
uぜい見

を
述
べ
る
こ
こ
古
で
き
る
っ
さ
つ
に
、
附
州
議
会
は
他
の
欧
州
諸
機
関
、
こ
り
わ
け
委
員
会
（
欧
州
議
会
守
会
員
会
の
総
計
総
合
決
定

｛山村
L
民
主
的
付
税
制
を
行
使
し
、
ま
f
、
辺
事
会
と
と
？
も
に
JF白
川
権
限
に
も
認
ソ
で
き
る
、
予
告
は
、
欧
州
一
一
仙
人
豆
町
民
け
1

古

［似]<o，主；＂） 56 !.3 ・IC Ii 8日、！！066.9 ・' 



之〕
Arm

三
二
、

t
h川N
J

よ
、

K
2
1
7
I
L
1
7
J
」
令
｛
チ

1jv

欧
州
一
訣
訟
の
役
割
は
、
当
初
は
象
般
的
な
も
の
で
あ
コ
ー
が

ヨ
y

H

J

パ
犬
同
体
、
そ
し
亡
欧
州
民
〈
日
の
削
皮
改
革
と
と
も
に
地

え
「
強
化
さ
れ

cい
る
と
戸
う
こ
と
が
で
き
る

吉
そ
も
ら
の
法
則
は
張
わ
っ
て
い
な
い
c

に
と
、
ろ
は

お
日
る
欧
州

議
会
心
役
設
は
採
ぺ
な
絞
当
…
か
っ
拡
大
し
て
い
る
。

欧
州
議
会
は
一
二
問
の
新
七
士
領
域
に
閃
ワ
L
J
る
つ
れ
＼
心
情
山
城
に
は
、

二
ハ
リ
わ
け
域
内
川
川
ゅ
の
館
山
峨
？
、

市
民
の
日
高
牛
イ
山
乙
吉

浅
町
周
係
を
ヰ
ア
つ
う
る
領
域
（
に
ζ

え
ば
、
移
民
、
郎
事
領
域
亡
の
寸
法
協
力
、

ス
ド

y
λ
a
rこ

べ
こ
が
ん
ru
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ

はナけをiJ；、条約cノ'f・i片と珂jイJうは治討論によるその浸『正（

に
よ
り
、
欧
州
議
会
が
ぷ
抗
に
対
与
寸
る
法
拐
の
領
域
が
、
主
体
の
じ
五
パ
セ
ン
ト
か
ら
九
五
パ
七
、
J

ト
へ
と
修
行
し
℃
い

る
。
こ
れ
を
ド
ハ
川
内
決
d

疋
領
域
一
け
拡
張
と
伴
く
で
い
γ
Q
O

欧
川
川
議
会
は

欧
川
下
簡
の
日
採
決
全
体
に
ぺ
い
て
坪
宇
会
と
中
1
3
D
権
利
ケ
獲
符
し
て
い
ヨ
る

こ
れ
に
け
し
、
現
や
は
、
義
務

的
支
出
1yk

い
わ
れ
る
カ
ア

f
リ
ー
に
つ
し
て
、
科
事
余
ピ
ポ
終
的
決
定
誌
を
よ
刊
す
る
）
し
さ
ら
に
、
設
会
は
、
財
政
枠
組
（
TJ
な

わ
ち
、
山
川
伐
の
被
紋
午
計
出
J

に
対
す
る
承
認
梧
も
獲
得
し
て
い
る
J

最
後
に
、
判
明
外
議
会
ば
欧
州
委
員
会
委
只
長
宇
一
選
出
す
る
没
割
ど
ん
け
す
る
什
す
な
わ
ち
、
欧
州
議
会
演
挙
の
怯
巣
吉
慕
慌
に

L
て
政

州
い
hm帆
埋
事
会
が
委
員
一
百
九
七
抗
楽
し
、
代
州
議
会
す
予
選
出
し
て
い
る
。

第
二
に
、
欧
州
且
脳
刊
！
一
会
二
ー
一

CM5一

ば
、
機
関
t
J
て
は
典
型
的
ー
ゴ
も
の
で
は
な
い
v

り
ぞ
れ
は

日
配
盟
問
ず
ベ
て

の
国
家
お
う
あ
る
い
は
政
作
の
一
又
か
〉
成
る
も
の
で
、
桃
川
委
員
会
一
会
只
三
も
そ
こ

っ
て
い
る
ν

こ
の
機
関
は
一
ん
七
凶
ギ
に

日日は岩
ι

て
れ
似
宗
少
な
ノ
、
乙
も
年
に
二
凶
、
会
〈
け
が
間
か
れ
て
い
る
ハ
こ
れ
主
ご
欧
州
，
円
以
司
事
会
は
欧
州
述
〈
い
の
機
関
で

は
な
か
コ
た
が
、
憲
法
条
約
に
よ
り
支
工
仕
機
関
乙
な
る
。

そ

σ役
パ
刊
は
、

欧
州
連
合
日
政
治
け
般
的
グ
川
日
仕
上
乞
決
定
L
、
連
合
力
芯
肢
に
必
要
な
治
々
を
提
供
す
る
月
に
あ
る
。
た
だ
し
、

:1:,)(}(lt'?i日 ＇｝ iU 861 ＇？〔'JG.9 J 



明
' u、

f
↓
に
色
人
プ
山
、
也
、
p
h一
ぺ
J
1
j
d

バ勺

じ
ぷ
や
λ

円

i
1
7
4
J
3
J

こ
れ
ま
で
、
欧
州
首
脳
州
市
人
以
の
議
立
は
1

輪
番
制
L

で
あ
っ
た
じ
ず
な
ー
口
一
%
、
議
奈
川
吋
ハ
hv
いけこむ

LhM門
家
一
江
え
ま
た
は
政
？
析
の

/;)] 

長
に
t
Tり
拘
わ
れ
て
い
た

ご
の
ン
ス
一
y

ム
は
尚
一
悩
制
十
一
弔
会
の
店
刊
の
一
貫
性
と
縦
続
性
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
コ
ペ
ぃ
ふ
れ
一
卜
、
欧
州

述人
U

が
育
古
同

rH払
大
、
た
こ
こ
に
d

り
、
輪
番
制
の
苦
が
え
の
多
く
が
火
？
や
れ
る
こ
と
乙
叱
っ
た
υ

に
い
う
の
も
、
谷
間
は

F

お
き
に
L
j
h
f
議
長
を
す
る
ご
乙
が
で
き
な
く
な
う
て

L
ま
一
つ
に
か
り
で
あ
る
。
ぞ
こ
で
窓
法
条
約
は
、
輪
番
制
刷
を
閉
山
！
刊
し
て
い
る
υ

年
半
で
は
克
新
可
能
で
あ
り
、
わ
定
多
数
決
に
よ
れ
進
出
、
び
れ
る
安
定
的
な
議
長
な
有
一
q
J

今
後
、
欧
州
円
刑
制
攻
事
会
は

る
こ
；
与
な
る
U

欧
州
円
脳
珪
ヂ
会
議
長

（
勺
｛
河
川

E
C
M
ヒ」

の
存
在
は
、
憲
法
条
約
け
行
っ
亡
、
一

τ山
な
、
そ

L
て
最
も

ヨ
に
ト
ノ
え
る
改
革
の

つ
で
あ
る
。
刊
以
述
事
会
議
長
は

、
絞
に
話
一
α
山咋

5
外
務
大
沖
子
、
J
u
d

に
対
外
的
に
欧
州
主

一，
ιi 

し
か
し
な
が
ら
、
、
一
心
シ
ス
テ
ム
は
お
そ
ら
く
加
盟
温
阪
で
7

ン
セ
ノ
サ
ス
が
川
J

ら
れ
て
レ
る
時
期

ιし
か
う
ま
く
約
百
砲
し
な
い
で

あ
ろ
う
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
立
い

ム
ぷ
州
法
介
前
い
で
危
機
が
あ
る
時
間
川
に
は
、

と
り
わ
け
対
外
的
な
代
表
と
い
う
職
務
に
つ
い

て
、
一
一
防
長
の
役
割
守
山
政
手
記
さ
れ
る

第
一
に
、
閣
僚
用
事
会
｛
h
c
E
2一
去
り
～

rH554E
は
、
閣
僚
レ
ベ
ル
心
作
加
盟
国
の
代
支
か
ら
梢
成
さ
れ
る
の
同
坦
事
会
は
、

犬
同
日
決
｛
5
3
H附
）
己
法
・
J

十
倍
ぃ
格
以
吉
行
使
↓
る
c

政
災
形
成
お
よ
び
調
和
較
の
任
併
を
「
ひ
っ
と
と
よ
い
に
、
欧
州
設
会
と
共
同
〕
て

悶
佼
理
事
会
は
、
分
到
別
の
編
成
に
士
り
会
合
を
行
為
ノ
）
こ
の
分
可
別
限
出
会
は
現
在
九
つ
一
存
自
九
古
川
将
山
一
回
の
担
当
閣
僚
が
議
三

主
治
め
て
い
る
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
窓
法
条
約
と
と
ー
も
に
小
品
化
す
る
J

問
符
攻
卓
会
の
議
長
は
一
八
カ
月
間

カ
臼
の
「
チ
ム

r
dり
、
作
朱
を
よ
り
」
く
矧
礼
儀
L
調
笠
了
？

い
う
司
的
行
内
、
共
通
心
計
刊
に
茶
つ
い
て
執
り
行
わ
れ
る
U

［似]<o，主？） 56 !.3刊5)8問、！！066.9 ・' 



さ
ま
ざ
ま
注
元
汗
別
の
閣
僚
民
事
会
の
活
動
の

貫
性
は
、
剥
た
LG
瑚
一
事
会
三
工
り
ω体
障
さ
れ
る
υ

そ
れ
か
、
総
ん
μ
同
事
会

A
Cコ
ゲ
ペ
ニ
F
d
2
4
｝吟ペハ一
4
Z
広
h
↓日二、
4
z

で
あ
り
、
以
川
、
一
協
理
手
会
会
ん
は
の
刊
備
も
行
う
ν

円
以
内
問
に
、
連
ム
円
外
話
人
日
げ
か
議
兵
包
務
め
る
外
務
列
叶
ム
μ
」
が
創
設
さ
れ
L

い
る
r

、
決
議
ん
法
も
ふ
品
化

TQJ
羽

ι、
関
連
領
域
に
お
い
亡
、

つ
の
叫
円
高
方
法
が
存
丘
し
て
い
る
。
九
τ
一A
z
h
A
の
採
決
こ
、

特
定
多
数
決
の
採
伏
で
あ
る
。
特
定
多
数
決
に
同
L
て
は
、
各
国
に
説
り
巾
て
ら
れ
た
票
数
が
与
の
臼
の
人
川
数
に
依
拠
し
ん
｝
も
の
t

な
っ
て
い
る
u

決
議
は
、
特
定
の
古
市
川
内
以
を
集
め
る
と
同
時
に
、
加
盟
店
の
間
以

r数
か
賛
成
宗
中
ん
な
じ
亡
い
な
い
と
採
択
3
れ
ば
い
u

はナけをiJ；、条約cノ'f・i片と珂jイJうは治討論によるその浸『正（

中
区
法
条
約
は
、
投
票
々
決
」
守
中
純
化
し
、
、
4
u
りパ↓
7

ン
ス
円
取
れ
ア
？
己
の
に
し
に
い

方
で
、
持
定
多
数
日
が
行
わ
れ
る
領
域

の
拡
F
八
と
そ
れ
に
伴
う
へ
工
会
玖
一
け
領
域
の
減
少
を
梓
諒
一
G
J
γ

？
と
小
と
き
る
。
す
な
h

わ
ち
、
わ
定
多
決
、
叫
が
原
別
に
な
っ
亡
お
り
、

九
九
戸
良
一
印
刷
内
外
で
し
カ
な
い
r

こ
れ
に
よ
打

4
家
主
権
の
源
域
（
り
計
九
州
川
J

減
少
し

決
誌
の
共
け
体
的
な
性
皆
、
一
U
U山
化
さ
れ
C
し

一
霊
前
山
多
数
決
戸
一
三
一
子
J
Z
J

と
き
立
さ
μ
一一町一

む
ル

l
ル
が
過
で
入
さ
れ
に
－
そ
れ
は
、

一
般
的
に
↓
ぬ
る
決
議

】

G
r
仙
叫
ん
で
、

が
間
僚
埋
事
会
mv
梢
成
門
戸
い
の
と
1

台、

l
v
ン
ヘ
に
よ
h

貸
比
d
A

一
れ
、
さ
ら
に
、
玖
州
迫
ん
ー
の
総
人

υの
少
G
J
、
と
も
六
立
ハ

l
v
ンド

ι
？
な
す
一
有
力
同
日
ゲ
合
ん
で
い
な
け
わ
ば
、
U

沖
以
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
ム
九
し
て
い
る
つ

次
に
、
崎
州
委
員
会
は
、
p

ベ
州
の
一
j

州
出
問
前
の
中
で
v

b

以
前
、
ら
多
く
の
命
争
ど
日

れ
て
い
る
、
秋
川
川
の
般
利
益
の
術
読
者
で
あ
る
欧
州
一
手
民
会
は
、
法
案
の
党
議
権
少
一
犯
ム
「
す
る
と
と
も
に
、
欧
州
ン
ベ
ル
の
出
品
範
M
J

淫
守
さ
れ
て
い
る
か
を
佐
官
悦
す
る

r
ま
た
、
妥
員
会
は
H
ヘ
通
政
同
の
実
現
を
保
障
山
、
共
同
体
の
↓

r骨子
r
A閣
を
実
行
「
る
）

f
I
J
土
、
ャ
行
J
h
k！

7

t

Fし
ぶ
h

γAT
一仁ノ一挙

i

t
－
－

欧
州
一
公
只
ム
ぶ
に
は
芥
引
叩
同
心
国
民
人
を
人
凸
山
町
、
交
同
社
長
は
欧
州
r
H
悩
刊
也
事
会
心
抗
議
に
長
つ
い
て

欧
州
説
会
に
よ
り
ボ
認
さ
れ
る
、
こ
同
定
さ
れ
て
い
る
つ
戸
一
の
解
決
法
の
短
所
は
、
欧
州
安
田
［
一
が
、
欧
州
心
般
利
益
の
代
p

引
材
こ
い

う
よ
り
も
、
山
I

九
吋
一
川
の
代
表
者
乙
し
℃
行
動
で
き
る
と
、
う
白
い
に
あ
る
U

:1:,)(}(lt'?i日 ＇｝ U'i 869 ＇？〔'JG.9 J 



明
' u、

中
思
出
b
h
A

約
は
、
こ
の
り
ス
ケ
を
な
〈
す
工
う
努
め
て
い
る
L

一、（り
2
y
一
統
的
と
（
委
員

石
段
、
憲
法
条
約
施
行
後
一
十
匹
じ
に
設
一
品
号
さ
れ
る
妥
一
同
か
で
は
、
長
討
の
情
成
の
付
方
が
小
久
史
さ
れ
、
妥
一
貝
の
数
日
’

U
開
国
心
数

fB

確

保

さ

れ

た

ロ

フ

シ
2

シ
a

ン
ス
一
ノ
ム
に
五
つ
い
て
退
任
さ
れ
る
J

総
成
ば
、
次
第
に
修
正
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
ハ

山

M8
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も
タ
ー
ぽ
／
、
h
d
プリ

同
年
以
降
、

じ
の
構
成
同
を
右
寸
る
混
合
に
け
川
、
J

八
人
の
安
門
町
、

阪
訓
に
行
け
ば
）

そ
れ
ゆ
え

n 、，

士
り
出
山
出
向
山
紋
の

L
か
い
江
く
仕
る
たj
女
門
員
会

C
4
／べ
v

は

人
口
的
・
也
州
内
的
冷
衝
を
叫
14…
ず
に
担
問
国
刊
の

v
Fが

こ
の
人
日
制
、
川
は
、
下
と

L

、
す
は
わ
ち
安
司
会
内
一
郊
の
作
業
に
お
け
る
集
恒
烹
引
）
を
隊
保
し
、
山
…
｛
疋
の
必
志
村
を
似

隊
計
二
匂
〆
｝
こ
も
に
、
欧
州
委
員
、
以
か
年
凶
盟
司
ー
の
7b
家
的
砕
い
角
川
ら
ぷ
り
独
J
し
、
「
な
わ
ち
欧
州
連
合
心
役
刊
益
に
払
り
ω臨
海
し

た
も
の
に
な
る
よ
う
に
す
る
戸
一
と
古
河
お
と

L
て
い
る
。

こ
の
一
息
吹
立
造
反
に
、
委
員
会
の
欧
州
議
え
と
欧
叶
首
税
理
乍
九
五
に
対
す
る
責
汗
の
勺
一
化
が
汀
け
加
わ

員
長
以
欧
川
一
円
悩
瑳
雫
会
に
よ
り
ー
欧
川
議
ん
p

選
日
却
を
考
慮
し
つ
つ

う
に
、
川
町
に
承
認
き
れ
る
だ
打
で
は
と
い
J

実
際
、
欧
川
安
心
会
委

担
ん
ぶ
さ
、
れ
、

欧
バ
＝
耐
え
に
よ
り

ー
選
出

さ
れ
る

（人
1

日
ん
ら
よ

反

Y
L叩
οれ
て
も
、
安
門
R
ハ
ム
試
は
喰
州
議
会
心
r
ン
ド
口
ー
ル
に
川
M
Lた
ま

ま
て
あ
る
。
判
明
外
議
会
は
、
不
し
お
れ
決
議
ピ
叶
決
「
る
こ
と
に
よ
り
、
長
ハ
、
会
を
総
計
職
さ
せ
る
、
」
と
が
で
き
る
の
で
お
る
代

A々

」に
U
〕

L
h

最
絞
り
重
安
な
機
関
一
と
し
て
は
、
連
合
外
務
十
八
日
い
が
、
日
以
州
叶
E
M粂
約
に

こ
れ
ま
で
山
開
凶
の
外
交
山
川
、
ん
体
的
に
日
れ
は
独
J
十
）
て
い
た
、

マ
ス
ト
リ
ピ
ト
条
約
以
止
、
「
共
通
外
交
・
安
全
保
障
政
策

ー
紙
代
文

全
対
丹
念
ベ
ズ

WC2wn仙
川
〈
一
司
ゲ
ペ

FCコ
丹
念
《

UCコ
J

コ
当
日
コ
ぺ
）

？
「
対
外
関
係
拘
引

λ
宮
川

一戸
F
d
刊
百
々
U
同
司

γ
々
コ
周
知
J

門戸沖亡
CC寸
一
戸

（（）
C
2
5
5
3
R
V
主
2
2
F
Eニ
以

内

5
2
5
5
1
一
昨
日
v

い
る
が
、
危
機
の
ぬ
？
刊
で
彼
り
の
右
京
が
ん
引
幼
で
は
な
い

γこ
を
一
子
ぶ
l
L

き
た
J

述
合
外
務
大
出
の
州
制
誌
に
よ
り
、
共
し
地
外
交
・
安
全
保
障
政
ぬ
L
L
絞
れ
れ
一

2
1汁
外
闘
係
初
当
f
h
r
只
に
山
内
っ
て
代
わ
り
、
国
際
い
川
併
合
で

の
欧
州
述
ム
n
けパ疋一斉
h
J七
時
に
一
貫
性
ζ

ポ
ト
川
ざ
を
守
え
る
こ
と
が
再
指
3
れ
て
い
る
。

Jコ



制
皮

ν
ベ
ル
二
位
い
て
、
引
一
へ
U
外
務
大
国
は
「
三
旦
の
肩
書
き
」
を
令
し
て
い
ゐ
と
い
う
叶
付
限
が
あ
る
〈

J
い
う
の

b
、
連
ム
n外
務

人
じ
い
は
、
閣
僚
委
員
ム
ぷ
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る

（
外
務
担
手
会
の
議
三
吉
絡
め
る
｝
乙
同
時
十
J
L
、
欧
州
妥
い
ハ
ム
お
の
メ
〆
パ
v
t

高l
芳、

長
）
で
も
あ
る
し

t

か
1

J

h

ぺ
が
口
、
引
盟
国
の
か
パ
父
怪
限
d
F人ト
v
れ
て
は
い
な
い
J

連
八
じ
こ
別
問
肌
M
門
の
権
限
の
f
f犯
に
じ
川
じ
る
形
と
、

任
治
の
分
担
が

当
寸
人
さ
れ
て
い
る

欧
州
連
台
が
権
限
を
有
L
て
い
る
同
起
に
つ
い
て
は
、

山
沖
叫
ん
じ
外
務
大
正
片
山
町
干
の
問
題
に
つ
い
て
の
述
台
の

i
場
を
衣
川
一
G
J

る口

はナけをiJ；、条約cノ'f・i片と珂jイJうは治討論によるその浸『正（

欧
州
連
台
が
権
限
を
有

L
て
い
な
い
領
域
に
つ
、
て
は
、
川
淵
IUE刀
一
六
唱
が
、
他
の
加
盟
市
い
の
f
J
U

場、
t
罰
利
L
て
い
よ
う
午
い

町
怖
か
ろ
う
？
に
斗
川
口
f
v
場
合
表
WLUJる
υ

第
四
節

連
合
の
権
限

一
般
に
一
吹
州
憲
訟

J
呼
ば
れ
て
い
る
も
心
は
、
尖
際
は
、
攻
州
連
今
と
い
う
組
有
の
枠
組
み
の
h
i

、
主
権
凶
ま
の
同
℃
締
結
さ

れ
に
回
際
条
約
亡
号
令
勺
ぞ
れ
は
伺
際
伝
秩
山
内
J

心

4
で
名
川
叫
山
時
国
に
取
っ
て
代
わ
り
、
単
一
の
ヨ

l
u
ッ
パ
判
家
ど
ヨ
み
山
す
と
い
う

日
的
や
効
米
は
台
し
え
い
な
い
そ
れ
ゆ
え
、
論
円
必
い
わ
と
し
て
、
攻
州
む
一
江
条
約
付
加
山
間
国
の
一
主
催
が
す
勺
属
さ
れ
て
お
ぺ
茶
本
的

な
加
盟
国
の
権
限
も
保
持
さ
れ
て
い
る
し
ど
の
私
果
、
名
、
約
は
、
ど
の
領
山
内
で
欧
川
川
の
諸
機
関
の
介
入
計
’
J
さ
れ
て
い
る
か
、
」
ニ
J

寸

れ
は
介
入
が
引
則
さ
れ
る
か
を
明
確
に
オ
る
に
、
？
と
ど
ま
っ
て
い
る
r

部
の
胤
律
汁
K
Mか
で
あ
る

意
ナ
、
条
約
；
hlv

仇
止
り
す
J

権
限
分
配
は
、
そ
れ
目
前
の
状
川
y
し
明
確
に
異
な
っ
て
い
る
。
欧
州
連
合
サ
ゲ
の
も
の
じ
法
人
格
を
引
い
与
3

〆た

欧
州
共
同
体
出
条
約
心
的
九
f
L
v
z
rえ
な
形
て
乞
う
こ
ぐ
か
で
き
る
。

つ
ま
り
、
憲
法
条
約
ば
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
卜
条
約
を

戸一ノ」～に？臥人的リ

山一んけ川被
J

だ
復
山
い
な
出
向
椛
を
用
減
さ
山
一
」
γ

ジ
Q
U

欧
州
連
九
μ
の
権
限
を
一
つ
り
別
々
の

に
ヘ
刀
け
て

J

ス
ト
リ

c
ト
条
約
は
、
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的
に
川
町
告
さ
れ
た
棒
阪
古
紙
介
、
〆
て
レ
た

欧
州
払
叫
ん
け
の
論
坦
に
文
一
っ
き
、

か
チA

'" 
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h 
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叫
臥
叶
共
同
付
の
J

仕

欧
州
共
同
付
に
伝
統

2
3ニd
F
5
2
2
2
4

ご
め
る
し
は

Jιλ 

'1¥ 

の
住
」
〉
が
存
有
、

1

他ト

hfc、
二
つ
の
「
政
刷
河
川
溺
hυ

のけ
1

ミ
め
る
い
は
お
の
村
」
泣
ひ
「
第
一
川
J

性
）
が
存
在
し
た
ペ
共
通
列
父
安
全
似

障
政
は
へ
唱
。
一
さ
さ
ち
止
さ
£
2
2
2
b
2
5丈」

5
さ

Eh門戸内）

ぐ
川
市
平
・
警
AK司
法
の
分
間
叫
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
）
、
，
て
」
灯
、
は

政
汁
同
協
力
の
論
立
に
基
づ
寺
、
本
質
的
に
外
交
的
な
汎
定
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
1
1

今
段
、
欧
州
車
、
n
の
権
限
は
一
つ
け
7
ロ
ソ
ク
に
ま
；
め
ら
れ
る
点
、
複
数
の
レ
ベ
ル
が
行
必
ず
る
n

「守一

第
が
可
能
也
氏
権
限
i

ζ

川、
7
領
肢
と
あ
る
。
こ
り
分
野
で

ω、
欧
州
山
山
叫
ん
じ
の
み
小
止
法
／
A
H
為
を
行
う
こ
ζ

が
で
き
、
加
盟

ヨ
は
欧
川
川
述
ん
の
法
的
行
為
ケ
」
人
一
行
寸
J4F2γ
と
に
な
る
c

第

加
盟
温
、
ん
法
的
に
拘
束
力
心
あ
る
文
芹
を
止
法

L
、

こ
の
分
野
で
は
、

が
た
有
権
限
一
と
い

る
こ
と
が
て
き
る
F

ぞ
れ
は
汝
州
法
介
が
み
一
心
桧
阪
を
幻
伎
し
て
い
な
い
場
合
に
畑
山
ら
れ
る
欽
州
山
一
〈
」
が
権
限
／
れ
伎

し
か
し
、

－
亡
、
〉
l
d
h
L
～、

1
L
J
fヴ
ノ
～
し

5記

同
訓
出
川
国
は
判
明
外
遠
台
が
提
不
し
す
い
I

担
川
給
を
尊
重
し
ぷ
は
り
れ
ば
な
ら
～
U

V

1

字
、
緩
権
限
」
？
と
い
っ
慎
一
似
て
あ
る
わ

こ
の
八
刀
可
凡
で
ほ
…
、

致
州
地
九
日
付
加
盟
国
の

fu一
江
乞
一
詞
利
さ
判
る
こ
と
は
て
き
た

いっ

L
か
、
三
連
合
け
し
心
開
岡
山
政
策
定
支
授
、
三
補
完
す
る

7
段
を
採
択
す
る
「
！
と
が
む
き
る
、
つ
土
L

り
、
欧
川
山
ぇ
u
は
υ川

i
J

る
訓
笠
心
役
割
を
布
、
〆
て
い
る

さ
ぺ
J

に
、
欧
州
述
〈
」
は
、
出
向
阿
厄
日
の
幻
円
九
州
政
策
〆
」
一
一
馬
政
策
を

A
お
す
る
こ
y
し
も
に
、
共
通
外
交
変
笠
保
障
政
誌
を
決
定
3
1

V
R
仁
一
ヲ
司
令
寸
ー
限
を
折
、
て
い
る

こ
乃
ソ
リ
ス
ト
は
権
限
の
帰
川
町
内
に
潟
す
守
も
の
で
丸
り
、
中
古
法
条
約
で
作
成
大
切
れ
J
J

リ
ス

i
古
ら
も
れ
る
す
べ
て
の
領
肢
は
、
切
盟
一
川



て
い
る
L

し
か
し
、
尖
駄
が
れ
条
尽
に
よ
っ
て
、
事
法
〔
条
約
J

日J
｛むめ
7
Q
U引
刊
h

七
の

いザ
0
5」

E
僚
を
達
成
オ
る
た
め
に
、
欧
州
述
止
は
権
限
を
民
い
い
コ
初
、
域
主
拡
大
す
る
こ
と
が

人三

UIγ
〕、

欧
州
連
合
に
剖
り
ん
な
権
限
乞
日

；
決
定
を
な
す
場
合
い
は

目
、
閣
僚
出
ぺ
い
て
卒
、
全
会
一
致
の
決
定
が
伝
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
伝
い
じ

以
州
議
会
の

hJCρ

、J
日円、

欧
州
述
ム
τ
は、

以
前
ν

一
一
月
以
に

つ
の
原
則
、
ず
J

な
わ
ち
め
充
制
の
原
則
、
三
一
例
性
の
原
則
す
坊
主
し
な
付
れ
ば
勾
ら
な

い
ラ
待
託
制
の
原
則
と
は
、
国
阿
レ
ベ
ル
と
よ
）
実
効
的
に
達
成
立
き
江
い
こ
ぐ
に
つ
い
て
の
人
〆
日
？
ロ
ノ
パ
1

ベ
ル
ど
注
或
さ
れ
る

はナけをiJ；、条約cノ'f・i片と珂jイJうは治討論によるその浸『正（

ζ

パ
う
い
小
山
則
C
あ
り
、
辺
町
山
性
の
原
則
と
は
、
え
い
の
ら
れ
γ

ヨ
阿
川
を
注
戎

γ
る
た
め
に
必
要
長
低
限
の
こ
と
の
み
に
欧
州
L
ベ
ル
り
介

山
－

入
を
限
定
し
注
目
れ
ば
な
ら
な
、
y

」
い
ろ
J
h小
別
で
占
め
る
。

析
に
に
定
め
ら
れ
た
権
限
は
、
欧
州
連
合
の
凶
出
向
践
に
よ
り
法
的
行
為
を
用
い
て
行
使
さ
れ
る
が
、
そ
の
法
的
行
為
の
ワ
ス
ト
も
お

ら
に
町
刷
新
さ
れ
、
単
純
化
さ
れ
ミ
レ
る
U

現
在
、
欧
川
ポ
叫
ん
け
は
、
決
寸
一
を
行
う
場
ιー
に
、
約
一
ア
ド
の
法
的
行
為
J
4
7
F

刷
い
と
い
る
c

そ
の

勧
告
・
窓
口
プ
が
基
本
と
は
る
法
町
一
行
為
て
あ
り
、
さ
ら
に
約
一
（
J

の

j~ 

非
典
型
的
行
為
一
が
あ

弓ノム
ι
りf
J

ハノ

る
こ
わ
ら
の
行
為
が
ん
工
作
的
な
川
崎
惇
乞
加
川
に
被
緋
に
し
こ
さ
に
ν

州
、

志
は
条
約
は
、
い
れ
ら
の
法
的
［
段
の
数
去
に
ハ
つ
に
減
ら
し
て
い
る
勺
「
な
わ
ち
一
、

欧
州
法
伴
一
、
「
欧
州
枠
組
法
作
、
判
明
則
、

ー
決
｛
在
、
意
児
、
「
的
合
」
り
た
っ
て
忘
る
さ
ら
に
、
窓
広
条
約
は
、
ふ
の
！
九
つ
の
つ
為
、
り
山
門
却
に
、
｝
れ
ま
で
形
式
ト
存
住
し

〆
ベ
ル
と
オ
F
法
レ
ベ
ル
と
い
べ
ば
戸
別
－
一
設
け
た
）

「1v
法
的
行
為
」
と
は
「
欧
州
法
作
と
「
以
叶
枠
組
法
律
」
さ
あ
勺
し
羽
存
の
法
的
行
弘
の
一
カ
ブ
ゴ
け
！
と
斜
丈
な
名
祢
と
の
附

な
か
っ

に
対
応
関
係
を
兄
凸
す
こ
と
ド
一
円
花
で
あ
る
υ

た
と
え
ば
、
欧
州
法
偉
い
の
完
成
は
、
ず
べ
て
の
山
間
μ
臼
に
自
今
州
一
山
川
町
誌
で
あ
り
、
内

門
法
へ
の
い
h
挟
を
必
袋
／
了
な
い
一
い
う
「
羽
在
の
一
規
則
の
｛
一
弘
義
に
対
比
1

）
て
い
る
ロ
欧
州
枠
組
法
律
い
の
ん
え
は
、
迂
成
ず
べ
き
結

町
市
を
｛
疋
め
ζ

い
る
が
、
そ
の
結
果
に
山
正
氏
ら
れ
4
7

、
印
刷
問
弁
に
迂
成
寸
る
と
め
の
ず
九
日
に
認
）
て
は
、
構
成
河

η
汁
日
出
刊
に
委
ね
ら
れ
℃
い
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る
と
い
そ
（
現
在

指
令
心
｛
r
主
義
～
～
対
出
し
て
い
る
「

非
立
民
的
行
為
は

ー
決
定
」

が
に
わ
る
勺

「
欧
炉
規
則

「勧笠「

立一日凡」

V

J

か
、
勺
二
の
新
た
な
類
羽
入
江
げ
は
、

述
人
科
げ
か
権
限
主
主
す
る
制
域
に
統
一
的
に
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
v

実
際
、

ザノ

σ3 

/;)] 

一
般
に
口
わ
れ
て
い
る
よ
λ

に
、
同
一
れ
で
も
述
ム
円
を
叫
治
労
「
る
に
あ
た
わ
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↓
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／
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さ
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迎
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；
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伐
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司
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あ
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凶
カ
国
の
加
盟
問
候
補
が
ハ
仔
存
し
て
い
る
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ル
ガ
リ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
ル
］
マ
二
ア
、
ト
ル
コ
コ

正
確
に
は
、
「
欧
州
連
介
の
将
米
の
発
展
が
提
起
す
る
木
質
的
問
題
、
一
牧
討
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
う
る
解
答
を
探
求
す
る
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ζ

と
を
旧
日

つ
ヘ5
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欧
州
の
た
め
の
小
川
法
を
定
立
す
る
条
約
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2
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台
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め
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を
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す
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。
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憲
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介
探
告
書
「
中
村
民

推
解
説
・
翻
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条
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｜
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し
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す
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。
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も
人

U
の
少
な
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刊
で
あ
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て
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、
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六
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も
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、
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る
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－
条
』

ヘ川叩
）

I

二
二
条
υ

き
ま

xcま
な
安
定
性
を
も
た
ら
す
要
素
が
あ
る
が
、
巾
で
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ら
な
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挙
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る
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で
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年
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交
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に
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合
の
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交
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す
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れ
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岱
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れ
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あ
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追
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近
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が
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す
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す
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が
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に
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あ
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